
【戸籍の広域交付開始について】 
～住民生活課よりお知らせ～ 

 

 戸籍法の一部改正により、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口にて申請できるように

なりました。本籍地が金武町以外にある方でも、窓口での交付が可能です。 

 

 

 

 

【広域交付にて申請できる証明書等】 

●戸籍謄本（全部事項証明書）：１通４５０円 

●除籍謄本：１通７５０円 

●改製原戸籍謄本：１通７５０円 

 

 

 

 

 

 

【広域交付を申請できる方】 

●ご本人又は配偶者、直系親族のみ （親・子・孫・祖父母等） 

 

    申請には顔写真付き身分証明書の提示が必要です。 

（免許証・マイナンバーカード・パスポート等） 

 

 

 

 

この記事に関する問い合わせ 

金武町役場 住民生活課 住民戸籍係 

沖縄県国頭郡金武町字金武１番地 

電話：０９８－９６８－３５５７ 

    広域交付受付時間 

午前） ９：００～１１：３０ 

午後） １：００～ ４：００ 

 

    交付には時間がかかります。 

時間に余裕をもってお越しください。 

また、改製原戸籍謄本については、 

後日交付の可能性もあります。 

 

    戸籍抄本（個人事項証明書）、除籍抄本、 

戸籍の附票、行政証明書等は申請及び 

交付できません。 


